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復興枠   

 

 
 
  

 27年度 
予算額 

(Ａ) 

26年度 
予算額 
（B） 

倍 率 
(A/B) 

 26 補正＋ 
27 当初 

 (C) 
倍 率 
(C/B) 

１．訪日2000万人時代に向けたインバウンド政策の

推進 8,451 8,497 0.99 12,417 1.46 

 訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業) 1,297 6,106   1,297  

 国際会議等(MICE)の誘致・開催の促進        ※ 190 450  0.95  190   1.35 
 日本政府観光局(JNTO)運営費交付金 6,542 1,912     9,958    

 広域観光周遊ルート形成促進事業 304 0 皆増  554 皆増 
 ICTを活用した訪日外国人観光動態調査 100 0 皆増  100 皆増 

 通訳ガイド制度の充実・強化 20 19 1.06  20 1.06 
地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開 

支援事業 
0 0 - 

 
300 皆増 

 前年度限り 0 11 皆減  0 皆減 
       ２．観光地域づくり支援 628 522 1.20  748 1.43 
 地域資源を活用した観光地魅力創造事業 290 0 皆増  290 皆増 
 観光地域ブランド確立支援事業 257 274 0.94  257 0.94 
 観光地ビジネス創出の総合支援 44 72 0.61  44 0.61 
 観光地域動向調査事業 38 39 0.96  38 0.96 
 地域観光振興緊急対策事業 (｢ふるさと休日｣促進等) 0 0 -  120 皆増 
 前年度限り 0 136 皆減  0 皆減 

       ３．観光産業振興 62 60 1.03  122 2.02 
 ユニバーサルツーリズム促進事業 35 37 0.96  35 0.96 

 旅館の経営改善・情報発信促進事業 27 0 皆増  27 皆増 

 地域観光振興緊急対策事業 (人材育成等) 0 0 -  60 皆増 
 前年度限り 0 24 皆減  0 皆減 

       
４．観光統計の整備 460 429 1.07  560 1.30 
       
５．その他（経常事務費等） 309 302 1.02  309 1.02 

       合                  計 9,910 9,811 
 

1.01  14,156 1.44 

 東北地域観光復興対策事業 106 175 0.61  106 0.61 
 福島県における観光関連復興支援事業 374 374 1.00  374 1.00 

合           計 480 548 0.88  480 0.88 

総           計 10,390 10,359 
 

1.00  14,636 
 

1.41 

１．観光庁関係予算総括表 

(単位：百万円)

※「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（2013年12月24日閣議決定）により、平成26年度まで観光庁で実施してきた｢訪日旅行促進事業

（ビジット・ジャパン事業）｣及び｢国際会議等（MICE）の誘致・開催の促進｣については、一部観光庁で引き続き実施する分を除き、JNTOを

事業の実施主体とする。（P.34参照） 
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(１）訪日2000万人時代に向けたインバウンド政策の推進  
 
 
 
 
 

 

 

予算額 ８，０２８百万円 
 
訪日外国人旅行者数 2000 万人時代に向けて、訪日プロモーション体制の抜本的見直しを

契機に、より戦略的にインバウンド政策を推進する。 

 

 

○ビザ要件の緩和、免税店拡大、航空路線の新規就航等の機会を捉えたプロモーションの

実施 

 

【訪日外国人旅行者数の月別推移】
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【訪日外国人旅行者数の推移】

1300
万人

《継続的・集中的な訪日プロモーションにより、新たな訪日シーズンを創出し、これを定着へ》

旅行者
の国籍

以前の措置
2013年の
緩和内容

2014年の
緩和内容

中国

一次ビザ（団体観光・
個人観光）

沖縄・東北三県数次
ビザ（個人観光）

－ 数次ビザの要件緩和
（2015年1月実施）

タイ 数次ビザ ビザ免除

マレーシア 数次ビザ ビザ免除

イ ンドネシア 数次ビザ
数次ビザの

滞在期間延長
ビザ免除

（在外公館へのIC旅券事前登録）

フィリピン 一次ビザ 数次ビザ
一次ビザの実質ビザ免除

数次ビザの大幅緩和

ベトナム 一次ビザ 数次ビザ
一次ビザの実質ビザ免除

数次ビザの大幅緩和

イ ンド 一次ビザ － 数次ビザの発給開始

ブラ ジル 一次ビザ － 数次ビザの導入決定

2013年7月のビザ免除措置以降、タイ・マレーシア

からの訪日旅行者数は急増

①ビザ要件の緩和を契機として集中的なプロモーションを実施

【主なビザ要件の緩和内容】
【ビザ要件緩和の効果】
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２．具体的施策 

○訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）【継続】 
 
○国際会議等(MICE)の誘致・開催の促進 【継続】 
 

○日本政府観光局（JNTO）運営費交付金 【継続】 
 

（国際観光課､参事官（日本ブランド発信・ 
外客誘致担当）､参事官（国際会議等担当）） 
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○今後大幅な成長が期待できる市場の取り込み 

 

順
位

国・地域
訪日旅行者 人口 順

位
国・地域

訪日旅行者 人口 順
位

国・地域
訪日旅行者 人口

人数 伸率 （千人） 人数 伸率 （千人） 人数 伸率 （千人）

1 韓国 2,456,165 20.2% 50,220 8 英国 191,798 10.2% 64,087 15 フィリピン 108,351 27.4% 97,484

2 台湾 2,210,821 50.8% 23,374 9 シンガポール 189,280 33.1% 5,399 16 ベトナム 84,469 53.1% 89,691

3 中国 1,314,437 -7.8% 1,360,763 10 マレーシア 176,521 35.6% 29,620 17 インド 75,095 9.0% 1,243,337

4 米国 799,280 11.5% 316,373 11 フランス 154,892 18.8% 63,660 18 イタリア 67,228 29.8% 59,685

5 香港 745,881 54.9% 7,244 12 カナダ 152,766 12.9% 35,105 19 ロシア 60,502 20.6% 142,929

6 タイ 453,642 74.0% 68,229 13 インドネシア 136,797 34.8% 247,954 20 スペイン 44,461 26.3% 46,610

7 豪州 244,569 18.5% 23,207 14 ドイツ 121,776 11.8% 80,800
追加６市場

既存の重点14市場

○ビザ緩和や人口規模の大きさ等から高い伸びが期待できるフィリピン、ベトナム、インド
○遠距離にありながら同条件の英国・フランス・ドイツに対して伸率が高いイタリア、ロシア、スペイン

②訪日プロモーション重点市場に、今後更なる成長が見込める６市場を追加

【2013年訪日数上位20市場】
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北京 上海 広東 遼寧 山東 江蘇 福建 天津 重慶

各省・市GDP
各省・市一人当たりGDP

沿岸部・内陸部主要都市の方が高い伸率

三大都市圏

①中国において、三大都市圏（北京・上海・広東）に加えて、沿岸部・内陸部へのプロモーションを強化

各省・市のGDPと一人当たりGDPの伸率比較
（2013年と2010年の比較）
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三大都市圏

各市の海外旅行者数の伸率比較
（2013年と2012年の比較）

沿岸部・内陸部 沿岸部・内陸部



 

- 5 - 
 

 

○グローバルレベルのＭＩＣＥ都市の育成とＭＩＣＥ誘致のプロモーションの強化 
※ MICE とは、Meeting（企業等のミーティング）、Incentive（企業等の報奨・研修旅行）、 

Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展示会/イベント）の総称         
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予算額 ３０４百万円 

複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地を、

交通アクセスも含めてネットワーク化して、外国人旅行者の滞在日数（平均６日～７日）

に見合った、訪日を強く動機づける「広域観光周遊ルート」（骨太な「観光動線」）の形

成を促進し、海外へ積極的に発信する。 

 

 

○広域観光周遊ルート形成促進事業 【新規】  

                    （参事官（日本ブランド発信・外客誘致担当）、

参事官（外客受入担当）、観光地域振興課、観光資源課） 

広域観光周遊ルートのイメージ 
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予算額 １００百万円 

訪日外国人旅行者の旅行動態及び潜在的なニーズを把握するため、ICT を活用した動態

調査を実施し、新たな広域観光周遊ルートの検討や、観光資源を世界レベルへ磨いて活か

す地域づくり等への活用方法の検討を行う。 

 

 
 
 
 
 

予算額 ２０百万円 

試験を要せず、研修の修了をもって地域限定の通訳案内士の資格を取得できる特例制度

が設けられて3年が経過したことを踏まえ、実態調査を行い、外国人旅行者の多様なニーズ

に応えるための改善策等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○通訳ガイド制度の充実・強化【継続】               （観光資源課） 

○訪日外国人の満足
度向上
→ リピーターの増加

○資格取得者の詳細
○活動状況
（営業形態、活動頻

度等）

○一般ガイドと特例ガイド
の満足度や能力等の
モニター比較

○特例ガイドに対する顧
客ニーズの分析

○試験、研修のあり方
○資格取得者増加方策
○ガイド制度の普及促

進策

①特例ガイドに
関する実態調査

②制度の検証 ③通訳ガイドの改善
方策の検討

○ICTを活用した訪日外国人観光動態調査 【新規】 

（観光地域振興課） 
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(２）観光地域づくり支援   

 
 
 
 
 

予算額 ２９０百万円 

地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的景観、美しい自然、

海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の観光資源を活かした地域づくり施策と、

体制づくり、受入環境整備、二次交通の充実等の観光振興のための施策を一体で実施する。  

 

 

計画の策定（数値目標、取組体制、事業内容等）

マーケティングの実施 

地域の魅力を高める取組の実施

観光関係者による取組

等

等

協議会：市町村、観光協会、交通事業者、関係行政機関その他

地域づくりの取組を実施する者等により構成 

 

＜観光による活性化事例（埼玉県川越市）＞ 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援 

国による支援 

①滞在ｺﾝﾃﾝﾂの充実・強化 ②来訪需要の喚起 

③来訪者の利便性等向上 ④外国人受入環境整備 

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し 

［歴史的景観］ 

［多言語表記案内板］

歴史的景観を活かしつつ、 

 ・滞在コンテンツの充実  
 ・外国人受入環境の整備  
 等を総合的に実施 

○計画策定に係る費用 

○マーケティング費用 

○着地型旅行商品等の滞在コンテンツの企画・作成費用

○二次交通の整備に係る実証実験等の実施費用 

○受入環境整備、おもてなしの向上に係る費用 

川越市外国人入込観光客数 
２０１３年 ４５，０００人 
２００７年 ３１，０００人 
（川越市ＨＰ「観光統計資料」より）

⇒ ２００７年比４５％増  

日本食文化の発信 
（三重県鳥羽市） 

文化資源・科学技術との連携 
（群馬県富岡市等） 

豊かな農山漁村の魅力 
（北海道帯広市） 

≪産業遺産を核とした広域

連携での観光振興≫ 

 

≪「農」の優位性を活かした 

産業と観光の融合≫ 
≪地産から地消までを観光客

とともに創りあげる地域≫ 

地域づくりの取組と連携した観光地域の例（各省事業と連携） 

○地域資源を活用した観光地魅力創造事業【新規】        

（参事官（外客受入担当） 

観光地域振興課、観光資源課） 
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予算額 ２５７百万円 

 地域の関係者が連携し、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づく

りを促進するため、｢観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に

基づく観光圏整備実施計画の認定を受けた地域について、地域独自の「ブランド」の確立

を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組みを支援する。 

 （１）地域の将来像の策定、マーケティングの実施等を通じたブランド戦略の構築 

 （２）ブランド戦略に基づく、各種事業の実施 

 
 

 

予算額 ４４百万円 

各地域の着地型旅行商品を活用した観光地ビジネスを自立的・継続的なものとするため、

PDCA サイクルを通じた実態調査と効果検証を実施し、課題の抽出・整理を行うとともに、

モデル地域での実証を通じて、観光地ビジネスの成功事例の創出を図る。 

 

○観光地ビジネス創出の総合支援 【継続】           （観光資源課） 

○観光地域ブランド確立支援事業【継続】          （観光地域振興課） 

 

富良野・美瑛観光圏 
（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、 
 中富良野町、南富良野町、占冠村） 

ニセコ観光圏 
（北海道：蘭越町、ニセコ町、倶知安町）

八ヶ岳観光圏 
（山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村） 

雪国観光圏 
（新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、 
 津南町、群馬県：みなかみ町、長野県：栄村） 

海の京都観光圏 
（京都府：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、 
 京丹後市、伊根町、与謝野町） 

阿蘇くじゅう観光圏 
（熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、

 南阿蘇村、山都町、大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町） 

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
（長崎県：佐世保市、小値賀町） 

豊の国千年ロマン観光圏 
（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町、姫島村）

にし阿波～剣山・吉野川観光圏 
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町） 

浜名湖観光圏 
（静岡県：浜松市、湖西市）
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(３）観光産業振興   

 
 

 

予算額 ３５百万円 
 

誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、これまでの取組に対する効果検

証を行うとともに、新たに、乳幼児を連れた旅行に関して調査・検討を行い、乳幼児連れ

旅行のモデルを構築し、ユニバーサルツーリズムの更なる普及促進を図る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

予算額 ２７百万円 
 

旅館の地域経済における重要性及び観光資源としての価値に鑑み、前近代的な経営から

の改善を促すとともに、その自主的な情報発信を促すことで、旅館業の再生・強化並びに

これによる地域経済の活性化及び観光産業の振興を図る。 

 

 
 
 

○ユニバーサルツーリズム促進事業【継続】            （観光産業課） 

○ 旅館の経営改善・情報発信促進事業 【新規】       （観光産業課） 
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 (４）観光統計の整備   

 

 

 

予算額 ４６０百万円 

 訪日外客誘致施策の更なる強化や、地方創生に資する観光施策の展開が求められる中、

行政・民間による取組をＰＤＣＡサイクルに基づいて早急かつ着実に実施するため、観光

施策の基本インフラである観光統計の整備を着実に進める。 

  「宿泊旅行統計調査」は速報性を強化するため、調査期間を四半期毎から毎月に変更す

る。また、「訪日外国人消費動向調査」は調査内容を拡充し、地方を訪れる訪日外国人の

実態をより詳細に把握する。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光統計の整備【継続】                  （観光戦略課） 

ヒトの動き カネの動き

旅行者

宿泊
施設等

観光地域経済調査

●売上・雇用等の観光産業の規模や地域に
及ぼす経済効果を明らかにする。

各観光統計の位置付け

都道府県
観光入込客
統計

（都道府県実施）
※予算外

●観光庁が定めた
共通基準に基づき、
各都道府県の観光
入込客を明らかに
する。

[調査項目]

宿泊旅行統計調査

●我が国における日本人・外国人の宿泊旅行の実
態を明らかにする。

訪日外国人消費動向調査

●訪日外国人の旅行動向・消費実態、
再訪意向・満足度等を明らかにする。

旅行・観光消費動向調査

●国民の旅行の実態を把握するととも
に、観光消費の経済波及効果を明らか
にする。

[調査対象]
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(５）復興枠   

 
 
 

予算額 １０６百万円（復興庁計上） 

  太平洋沿岸エリアの各地域が、復興プロセスに応じた滞在交流促進の体制づくりや取組

みを段階的に実施するための支援を行う。併せて、地域の実情に応じ、ツアーの企画・造

成等への支援や観光復興に関する課題の抽出や解決策についての調査・検討を実施し、自

立した地域づくりに向けた体制確立を図る。 

 

 
 
 
 
 
 
 

予算額 ３７４百万円（復興庁計上） 

 

 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風評被害対策

及び震災復興に資する観光関連事業に対して補助を行う。 

（補助率：総事業費の8/10） 

１．滞在を促進する仕組みの構築 

２．風化防止の啓発活動 

３．地域の情報発信体制の確立 

４．地域体制作りの促進 

５．地域の旅行商品の造成促進 

６．復興ツアー等の推進 

地域毎の復興の進捗状況に応じた支援を実施 

東北太平洋沿岸エリア１３
地域で滞在交流による地域
振興を促進 

[ポータルサイト「東北物語」] 

[震災語り部] 

○東北地域観光復興対策事業【継続】           （観光地域振興課） 

○福島県における観光関連復興支援事業【継続】 

            （観光戦略課、観光産業課、国際観光課、参事官（日本ブランド 

             発信・外客誘致担当）、参事官（外客受入担当）、参事官（国 

             際会議等担当）、観光地域振興課、観光資源課） 

事業概要事業概要
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社会資本整備等と一体となった

観光地域振興策の事例



社会資本整備

街なみ環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体が民間事業者や住民等と

協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備等を行うことを支援する。

○長崎県雲仙市古湯地区

○長野県松本市お城下町地区ほか４

魅力ある観光地域づくり推進の一環として、各地で景観の改善やインフラプロジェ

クトと連動した観光振興に向けた取組み

街なみ環境の整備

松本城

お城

周辺

地区

中央東

地区

松本市役所

お城東

地区お城下町

地区

中町地区

中心市街地の街づくり

歩いてみたい城下町地区

美術館

ま
つ
も
と
市

民
芸
術
館

松
本
駅

■中町にある『中町蔵の会館（愛称：中町・蔵シック館

）』

中町近くの宮村町にあった造り酒屋の母屋、蔵、離れの

３棟を平成８年に移築再生。

展示施設や会議室、喫茶室として利用されている。
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社会資本整備等と一体となった観光地域振興策の事例

街なみ環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体が民間事業者や住民等と

協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備等を行うことを支援する。

○長崎県雲仙市古湯地区

○長野県松本市お城下町地区ほか４地区

魅力ある観光地域づくり推進の一環として、各地で景観の改善やインフラプロジェ

に向けた取組みが実施されている。

歩いてみたい城下町地区

美術館

あがたの森公園

■お城下町地区の

『下町会館』

老朽化した擬洋風

の建物を所有者や

地元建築士会の協

力を得て移転復元

し、耐震補強を行

って集会施設等と

して整備した。

■中町にある『中町蔵の会館（愛称：中町・蔵シック館

中町近くの宮村町にあった造り酒屋の母屋、蔵、離れの

展示施設や会議室、喫茶室として利用されている。

中町地区

お城下町地区

お城東地区

中央東地区

お城周辺地区

歩
い
て
み
た
い

城
下
町
地
区

と一体となった観光地域振興策の事例

街なみ環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体が民間事業者や住民等と

協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備等を行うことを支援する。

魅力ある観光地域づくり推進の一環として、各地で景観の改善やインフラプロジェ

【住宅局】
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広域的な連携による観光活性化を推進し、地域社会の自律的な発展を図るため、

都道府県が行う広域的な地域活性化のための基盤整備やソフト対策を支援する。

広域的な連携による観光活性化の推進 【国土政策局】



地域の創意工夫を活かしたまちづくりを推進するため、市町村が作成した都市再

生整備計画に基づき実施される、観光振興や観光交流促進等のまちづくりの目標に

沿ったハード事業からソフト事業まで幅広い事業を支援する。

(古民家の再生・活用）

【観光交流を目標に据えた都市再生整備計画（石川県白山市）】

【駅舎の改修に伴う観光拠点機能の整備（千葉県

地域資源を活かしたまちづくりの推進

- 17 -

地域の創意工夫を活かしたまちづくりを推進するため、市町村が作成した都市再

生整備計画に基づき実施される、観光振興や観光交流促進等のまちづくりの目標に

沿ったハード事業からソフト事業まで幅広い事業を支援する。

【事業イメージ】

古民家の再生・活用） （温泉・特産品販売施設の整備）

【観光交流を目標に据えた都市再生整備計画（石川県白山市）】

【駅舎の改修に伴う観光拠点機能の整備（千葉県香取市

地域資源を活かしたまちづくりの推進

地域の創意工夫を活かしたまちづくりを推進するため、市町村が作成した都市再

生整備計画に基づき実施される、観光振興や観光交流促進等のまちづくりの目標に

（温泉・特産品販売施設の整備）

【観光交流を目標に据えた都市再生整備計画（石川県白山市）】

香取市）】

【都市局】



地域の歴史・文化・自然的資産等を活かし、観光振興の拠点となる都市公園の整

備や、多様な生物の生息生育基盤や身近な自然と触れ合う場を確保し、自然と共生

する魅力的な都市づくりを推進する。

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓

河北門

【金沢城跡の歴史的建造物の復原整備（石川県金沢市）】

【三内丸山遺跡の復原・活用（青森県青森市

都市の緑地保全と観光への活用等
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地域の歴史・文化・自然的資産等を活かし、観光振興の拠点となる都市公園の整

備や、多様な生物の生息生育基盤や身近な自然と触れ合う場を確保し、自然と共生

する魅力的な都市づくりを推進する。

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓

【金沢城跡の歴史的建造物の復原整備（石川県金沢市）】

活用（青森県青森市）】【公園整備による賑わい創出（北海道岩見沢市）

都市の緑地保全と観光への活用等

地域の歴史・文化・自然的資産等を活かし、観光振興の拠点となる都市公園の整

備や、多様な生物の生息生育基盤や身近な自然と触れ合う場を確保し、自然と共生

【金沢城跡の歴史的建造物の復原整備（石川県金沢市）】

【公園整備による賑わい創出（北海道岩見沢市）】

【都市局】
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「道の駅」をクルマ観光のゲートウェイとして重点的に支援するとともに、わか

りやすい道案内の充実を図る。また、観光地の魅力向上を図るため、美しい景観の

一端を担う道路の無電柱化を推進するほか、道路空間の活用による観光地の賑わい

創出等を図る。 

 

○地域のゲートウェイとなる道の駅の推進 

 
【観光協会等と連携し、ゲートウェイ機能を充実するための取組を推進】 

 

○道路の無電柱化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【街並み保存の取組とあわせて無電柱化  【裏通りへの電線配置により表通りを無電柱化

（埼玉県川越市）】           （福島県南会津郡下郷町大内宿）】 

 

○案内標識の英語表記改善    ○道路空間を活用した観光地の賑わい創出 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【観光地域において案内標識の英語表記を   【道路空間の再編と道路占用制度などの施策を 

改善（兵庫県神戸市）】            パッケージとして活用し、観光地の賑わいを 

                       創出（長野県長野市）】 

IC

ゲートウェイ型
『道の駅』

Wi-Fiの設置 観光案内人の常駐

地元農産品の提供

着地型旅行商品の販売 各種観光情報の多言語化

【 北海道地区の全道の駅】

【 もてぎ】

【 赤来高原】

○無線LAN環境の整備を推進し、
道路情報や観光情報等も発信

○HPやガイドマップにおける、道路情報
等の多言語での提供を推進

○地域の観光資源を生かした旅行商品の
企画・販売を推進

○地域ならではの魅力を発信
○６次産業化により、地域経済への波及

大学等と連携した交流促進

【 南相馬】

○大学の観光学部等と連携し、道の駅をイン
ターンの場として活用
交流による新たな価値の創造を図る

森林セラピーを
売りにしたツアー
等を自ら企画・販売

地元農産品を「道の駅」で加工し、18種類の
新商品を開発、販売

北海道内の「道の駅」が連携し、HPや
統一マップで道路情報等を多言語で提供

【 摩周温泉】

○観光協会等と連携し、観光案内機能を強化

摩周湖の見え方をコンシェルジュが案内

コンシェルジュ機能

周遊観光を促進

地元の高校生が農産物をPR

【 伊豆のへそ】

ゲートウェイとなる『道の駅』のイメージ

周辺の観光地等
宿泊施設の集積地区

送迎
サービス等

宿の⼿配・
予約

クルマ観光を支えるネットワークと情報拠点の構築、道路空間の活用 
【道路局】 
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豊かな河川環境を保全・再生し、川の魅力を生かした都市・地域づくりをさらに

進めるため、住民、民間企業等と連携した総合的な取組を実施。

【市街地再開発や公園等の再整備と堤防の耐震対策を合わせて実施（隅田川（東京都）】

【川沿い遊歩道の整備等による景観向上、水辺関連イベントの増加（道頓堀川（大阪府））】

【水質改善等を通じた河川空間の魅力の活用（松江堀川（島根県））】

【河川占用の規制緩和、民間事業者による水辺オープンカフェの設置（京橋川（広島県））】

良好な水辺空間の形成等
【水管理・国土保全局】



民間の活動や設備投資と一体的に実施することで、観光振興等地域活性化の効果

が高まる基盤整備事業について、

とにより、基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援

する。

観光地へのアクセスや観光地内の移動の円滑化・容易化等にも資するよう、

公共交通の確保・維持を図るとともに、地域公共交通の改善に向けた取組みを支援

する。

官民連携による地域活性化のための基盤整備の推進

観光交流を支える地域公共交通の確保等

低床式路面電車により

都市内の移動を円滑化
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民間の活動や設備投資と一体的に実施することで、観光振興等地域活性化の効果

について、事業化に向けた検討経費の一部を国が補助するこ

基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援

観光地へのアクセスや観光地内の移動の円滑化・容易化等にも資するよう、

公共交通の確保・維持を図るとともに、地域公共交通の改善に向けた取組みを支援

官民連携による地域活性化のための基盤整備の推進

観光交流を支える地域公共交通の確保等

支援対象メニューの例

地方バス路線への支援により

観光地へのアクセスも確保 運賃支払いをスムーズに

民間の活動や設備投資と一体的に実施することで、観光振興等地域活性化の効果

事業化に向けた検討経費の一部を国が補助するこ

基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援

観光地へのアクセスや観光地内の移動の円滑化・容易化等にも資するよう、地域

公共交通の確保・維持を図るとともに、地域公共交通の改善に向けた取組みを支援

【国土政策局】

【総合政策局】

ICカード導入により

運賃支払いをスムーズに



ユニバーサルデザインの考え方に基づき、鉄道駅においてエレベーター等の設置に

よる段差の解消、ホームドア等視覚障害者の転落を防止するための設備の整備、障害

者対応型トイレの設置等を、国・関係地方公共団体・鉄道事業者等の関係者一体の取

組みにより推進し、観光客の利便性と安全性の向上を図る。

【駅のバリアフリー化を実現した例】

駅舎の景観

エレベーター設置

鉄道駅におけるバリアフリー化の推進

ＪＲ東日本 平泉駅（エレベーター設置、跨線橋新設）

＜改良前＞

＜改良後＞
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ユニバーサルデザインの考え方に基づき、鉄道駅においてエレベーター等の設置に

よる段差の解消、ホームドア等視覚障害者の転落を防止するための設備の整備、障害

者対応型トイレの設置等を、国・関係地方公共団体・鉄道事業者等の関係者一体の取

組みにより推進し、観光客の利便性と安全性の向上を図る。

【駅のバリアフリー化を実現した例】

跨線橋新設

エレベーター設置 跨線橋内通路

鉄道駅におけるバリアフリー化の推進

（エレベーター設置、跨線橋新設）

ユニバーサルデザインの考え方に基づき、鉄道駅においてエレベーター等の設置に

よる段差の解消、ホームドア等視覚障害者の転落を防止するための設備の整備、障害

者対応型トイレの設置等を、国・関係地方公共団体・鉄道事業者等の関係者一体の取

跨線橋新設

跨線橋内通路

【鉄道局】



超小型モビリティの回遊性の高さや電気自動車のゼロエミッション性などの特性

を生かして観光地の魅力の向上を図るため、地方公共団体等による超小型モビリティ

の先行導入や自動車運送事業者等による電気自動車の導入の取組みについて支援す

るとともに、バス、タクシー等の快適・円滑な移動環境の実現を図る。

超小型モビリティ、電気自動車の観光振興への活用等

導入車両：日産｢ニューモビリティコンセプト｣
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超小型モビリティの回遊性の高さや電気自動車のゼロエミッション性などの特性

魅力の向上を図るため、地方公共団体等による超小型モビリティ

導入や自動車運送事業者等による電気自動車の導入の取組みについて支援す

るとともに、バス、タクシー等の快適・円滑な移動環境の実現を図る。

超小型モビリティ、電気自動車の観光振興への活用等

導入車両：日産｢ニューモビリティコンセプト｣

○ JR戸畑線～エコタウンセンター1日２便(往復約９km、所要時間往復約

○ 電気バスの所有は、ゼロエミッション交通システム開発企業の出資法人が行い

、当該車両を運行する北九州市交通局に無償貸与。

超小型モビリティの回遊性の高さや電気自動車のゼロエミッション性などの特性

魅力の向上を図るため、地方公共団体等による超小型モビリティ

導入や自動車運送事業者等による電気自動車の導入の取組みについて支援す

るとともに、バス、タクシー等の快適・円滑な移動環境の実現を図る。

【自動車局】

、所要時間往復約41分)

電気バスの所有は、ゼロエミッション交通システム開発企業の出資法人が行い
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外航クルーズ客に多様なサービスを提供する場として「みなとオアシス」の活用

を図るなどクルーズ客の円滑な周遊を可能とするための環境整備を図るとともに、

既存施設を有効に活用しつつ、クルーズ船の寄港増や大型化への対応、多言語表記・

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備などの旅客船ターミナルの強化を図る。

【那覇港】

（イメージ）

【輪島港】
クルーズ船歓送迎セレモニーとして、輪島キリコ太鼓演奏、地元物産販売等を行うとともに、案内ブース設置、
観光ガイドブック配布により観光情報を提供。

輪島港大型客船バース（H22年5月供用）

輪島キリコ太鼓演奏 地元物産販売

「輪島マリンタウン」（H22年5月認定）

みなとオアシス「輪島マリンタウン」

臨港道路若狭1号線
臨港道路若狭2号線

岸壁（-9m）
港湾施設用地

那覇クルーズターミナルビル
(H26年4月供用開始)

旅客船ターミナルの整備とイベント等

オーバーステイするクルーズ船の乗船客に対し、クルーズターミナルバース内での市内ナイトイベントと連携し
たJAZZ演奏、琉球舞踊の披露などとともに、案内ブースを設け、観光情報を提供。

オーバーナイト「感謝の夕べ」

【港湾局】
クルーズ船の受入環境の改善



地方を直接訪問する外国人旅行者数の拡大に向けて、滑走路増設やエプロン整備

等の空港施設の機能強化や関係省庁と連携し

を推進。

増大する国際線旅客の利便性向上のため、

ターミナルビル会社の国際線旅客ターミナルビル

移転・拡張と合わせ、関連するＣＩＱ施設及び

エプロン等を整備。

訪日外国人旅行者等の空港受入体制の充実

那覇空港の機能強化

滑走路増設
(平成32年3月供用予定)

老朽化した国際線ビル

新国際線ターミナルビル
(平成26年2月供用
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地方を直接訪問する外国人旅行者数の拡大に向けて、滑走路増設やエプロン整備

等の空港施設の機能強化や関係省庁と連携した地方空港におけるＣＩＱ体制の

新千歳空港（９都市６５便）

秋田空港（１都市３便）

富山空港（４都市１２便）

米子空港（１都市３便）

岡山空港（４都市１８便）

小松空港（３都市１５便）

広島空港（６都市３８便）

大分空港（１都市２便）

福岡空港（２０都市２４６便）

長崎空港（２都市５便）

佐賀空港（１都市３便）

2014年夏期当初計画の定期旅客便数。
便数は週当たりの往復便数。経由便の場合、
経由地も１便としてカウント。
就航都市数には経由地も含む。

新石垣空港（１都市２便）

増大する国際線旅客の利便性向上のため、

ビル会社の国際線旅客ターミナルビル

移転・拡張と合わせ、関連するＣＩＱ施設及び

訪日外国人旅行者等の空港受入体制の充実

那覇空港の機能強化 地方空港の国際ネットワーク

ビル内混雑状況

ＣＩＱ施設の整備

エプロンの整備

新国際線ターミナルビル
月供用開始)

地方を直接訪問する外国人旅行者数の拡大に向けて、滑走路増設やエプロン整備

地方空港におけるＣＩＱ体制の充実

旭川空港（１都市４便）

釧路空港（１都市１便）

函館空港（１都市７便）

青森空港（１都市３便）

仙台空港（６都市１５便）

新潟空港（３都市１２便）

茨城空港（１都市６便）

静岡空港（４都市１７便）

高松空港（３都市１１便）

松山空港（２都市５便）

熊本空港（１都市３便）

宮崎空港（２都市６便）

鹿児島空港（４都市１１便）

那覇空港（７都市７８便）

地方空港２６空港において
週５９１便の定期国際旅客便が就航
就航都市数：２４都市

【航空局】

地方空港の国際ネットワーク

エプロンの整備



参考：政府全体の平成

《観光庁の事業以外の主要施策》

補足

記載した事例は、社会資本整備総合交付金を活用

なお、社会資本整備総合計画のうち、「観光」を名称の一部に用いた計画へ配分された国費の

合計額は335億円となっている。
（平成26年度当初配付分8,982億円の
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参考：政府全体の平成26年度観光関連予算

《観光庁の事業以外の主要施策》

は、社会資本整備総合交付金を活用するなどした観光振興に資する事例である。

なお、社会資本整備総合計画のうち、「観光」を名称の一部に用いた計画へ配分された国費の

億円となっている。
億円の4％。同交付金の平成26年度予算額は9,124億円）

年度観光関連予算

観光振興に資する事例である。

なお、社会資本整備総合計画のうち、「観光」を名称の一部に用いた計画へ配分された国費の

億円）
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観光立国の実現に向けた政府の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003年 １月   小泉総理が｢観光立国懇談会｣を主宰 

４月  ビジット・ジャパン事業開始  
 
2006年 12月  観光立国推進基本法が成立  
 
2007年 ６月  観光立国推進基本計画を閣議決定  
 
2008年 10月  観光庁設置  
 
2012年 ３月  観光立国推進基本計画を閣議決定 
 
2013年 ３月  第１回観光立国推進閣僚会議を開催  

６月  第２回観光立国推進閣僚会議を開催   

（「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」 

 をとりまとめ）  

「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」を閣議決定  

７月   タイ及びマレーシア向けのビザ免除  

       ベトナム及びフィリピン向けの数次ビザの導入並びに 

インドネア向け数次ビザの滞在期間の延長 

11月  カンボジア及びラオス向けの数次ビザの導入 

12月  訪日外国人旅行者数1000万人達成 
 
2014年 １月  ミャンマー向けの数次ビザの導入  

第３回観光立国推進閣僚会議を開催 

６月  第４回観光立国推進閣僚会議を開催 

（2020年に向けて、2000万人の高みを目指すべく、 

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」 

を決定） 

「日本再興戦略改定2014-未来への挑戦-｣を閣議決定 

７月  インド向けの数次ビザの導入 

９月 インドネシア、フィリピン、ベトナム向け数次ビザの大幅緩和 

10月  改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」運用開始（免税対象を全

品目に拡大・免税手続を簡素化） 

 11月 インドネシア、フィリピン、ベトナム向け一次ビザの申請手続き 

簡素化 

12月 インドネシア向けIC旅券事前登録制によるビザ免除 
 

2015年  １月 中国向け数次ビザ発給要件緩和及び新たな数次ビザ導入 
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｢独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（2013年12月24日閣議決定）（抄）

【国際観光振興機構】

○ 中期目標管理型の法人とする。

○ 本法人と国際協力機構、国際交流基金及び日本貿易振興機構の海外事務所は、事
業の連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持するこ
とに留意し、共用化又は近接化を進める。

○ 本法人と国際交流基金は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の拡
大のため事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成２８年度末
を目途に、国際交流基金における受入体制が整い次第共用化することを目標とし、平成
２６年夏までにその具体的な工程表を策定する。

○ 観光庁が実施する訪日プロモーション事業については、事業効果を最大化し訪日外国
人旅行者数の一層の拡大を図るため、海外の民間事業者のニーズに即応できる体制の
整備を行うことが必要であり、原則として本法人が発注主体となって実施する。
本法人を発注主体とするに当たっては、観光庁及び本法人の総職員数の厳格な管
理、予算の適切な執行、契約に係る適正性の確保及び情報の公開、中期目標期間終了
時の国庫納付等の措置を講ずる。



- 35 - 
 

 

 

 
※地域住民生活等緊急対策支援のための交付金等による他の観光関連事業とも連携 
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